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Vinayasutra における波羅夷法盗戒(II)

中 川 正 法

Vinayasutra(以 下VS.と 略)及 び徳 光 自身 に よ る註 釈(以 下 『自註』)に お け る

盗 戒 に 関 す る規 定 につ い て,前 稿1)に 続 き考 察 を 加 え て い く。

順 に 偈 を 示 しつ つ 規 定 内容 の検 討を 試 み た い。

anapetatvam svamitvasyapahrtatve'nutsrstatayam asayena2'//(96)

(衣等 が)持 ち去 られ た時,(自 分 の ものである とい う)想 い(asaya)が 捨て られて い

ない場合 には,所 有権は消失 していない。

『自註』 で は,風 や 盗 人 等 に よ っ て,衣 等 が 奪 い去 ら れ た 時,そ の 事 物 に 対 す

る 「想 い 」 が 離 れ て い な い,即 ち 棄 捨 され て い な けれ ば,「 自分 の もの で あ る こ

と」(svamitva)は 消}る こ とが な い と述 べ られ て い る。

これ は,前 稿 に お い て示 し た 第94・95偈 に 見 られ る 「所 有 す る」 と い うこ とに

関 す る規 定 と思 わ れ る。 『根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶 』 巻 二 に お い て3),与}ら れ て い

ない 他 人 の物 を 取 った 場 合,波 羅 夷 罪 とな る場 合 に つ い て,次 の よ うに述 べ られ

て い る。

復有 四縁。芯 舞於他 物不 與取 。得波羅市迦。云何爲 四。是 他所護。作属己想。是重物。

學離庭。何 謂他 所護。 如人有重物安在器中。 若 自守護 。 或 令四兵而共防護。 云何属己

想。人 有重 物置 箱器等中。作属己想。此:是我物。鯨如上説。

また,『 十 諦 律 』 巻 一 に お い て も 同様 に,重 物 を 取 れ ば 波 羅 夷 罪 とな る こ と を

示 す 個 所 で は,「 有 我 所 心 誰 為 我 所 心 随 誰 物 」 と く り返 し述 べ られ て い る4)。 これ

ら 「属 己想 」,「我 所 心 」 とい う語 が,VS.に お け る`svamitva-asaya'に 相 当す

る と思 わ れ る。 た だ し,註 釈 に あ る よ うな 「所 有 」 に つ い ての 詳 し い言 及は な さ

れ て い な い。

bhavaty adhisthatur ayatragatiye5' svamitvam// (97)

(特定 の人に)属 して いな い場合,所 有権 は守護 者にあ る。.

一 応 訳 出 し た が
,'adhisthatr'と'ayatragati'の 意 味 を 確 定 し難 く,規 定 内

容 を 十 分 把 握 で きて い な い 。 『自註 』 には,'yatragatolokavyavaharesamart-

hah'と あ り,『 自註 』 チ ベ ッ ト訳 では,`dehirgyuddugtogspahirdzasni
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thasnadgespaho'(家 族 ・部族 に属す るもの)と あ る6)。`adhisthatr'は,上 記

引 用 漢 訳 個 所 中 の 「守 護 」 に相 当す る と も考 え られ る。

さ て,第97偈 後 半 よ り,第98偈 ～102偈 『自註』 を 含 む 個所 に 至 る ま で,新 し

い フ ォ リオ―RahulaSan.krtyayanaカ`Vinayasutra5'と い う タイ トルを

付 し て 撮 影 した 写 真 版 の 最 上 段 に 置 か れ,こ れ ま での 表 記 に 従 え ば[VlA]と

され る一 に 入 る 。 しか し この フ ォ リオは,こ れ ま での 写 本 と違 っ て大 へ ん状 態

が 悪 く,右 側 三 分 の 一,行 に よ って は 半 分 が ほ とん ど判 読 で き ない 状 態 と な っ て

い る 。

第101偈 を 除 い て は,偈 の部 分 を 判読 で きる が,註 釈 部 分 は 十 分 に 読 み と る こ

とが で き な い 。 『自註 』 の チ ベ ッ ト語 訳 に基 づ い て,あ る程 度 内 容 を把 握 す る こ

とが で き るが,Skt.な しで 十 分 に 理 解 で きな い 点 も多 い 。 内容 理 解 の た め に は,

他 の チ ベ ッ ト語 註 釈 に よ っ て補 充 すべ きで あ るが,こ の 点 は 今 後 の 課 題 と し,こ

こで は 第98偈 ～102偈 を,写 本 に 基 づ い て偈 の部 分 のみ 示 す に と どめ て お きた い 。

asatvam asayanubandhasyabhyavaharaya dane// (98) 

nanabhiyoktrsvatvam abhiprayuktanam davadahadibhir adanartham mrgapaksisa-

risrpanam// (99) 

anigalane vastuto vyavastha// (100) 

[harasthanakalena mulyasya// (101) ] 

nanabhipretad apattih// (102)

た だ し,第102偈 につ い て は,以 下 の こ とを 指 摘 し てお き た い。

nanabhipretad apattih// (102)

(衣を取ろうと)意 図していなかった場合には罪はない。

『自註』チベット語訳を参照すると,「衣架(gdahbu)」 を取ろ うとした比丘が,

意図していなかったにもかかわ らず,衣 も一緒に くっついてきたために,誤 まっ

て取ってしまったという場合である。この規定が述べられている状況 と共通する

ものを,漢 訳律文献に見ることができる。 『十諦律』巻五十二7),『薩婆多部毘尼

摩得勒伽』巻一問第二波羅夷8)及 び同巻八優波離問波羅夷9)に おいて示されてい

る規定は,VS.の この偈を理解する上で十分参考となるといえよう。この うち,

『摩得勒伽』巻一では次のように述べ られている。

若比丘取衣架満五銭。犯波羅夷。不満楡羅遮(中 略)若 比丘欲取衣架。

合衣持去。當数衣架。満波羅夷。

不満倹羅遮。若衣離架若満波羅夷。不満楡羅遮。
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『自 註 』 で も,誤 ま っ て 取 っ た 衣 に 関 し て は 罪 は な い と さ れ(bkhrupasbrkus

pargyurpadelasltuhbarmihgyurro),衣 架 が 問 題 と な っ て い る 点 は 共 通 し て

い る 。

svatavakalikavisvasacittaih param vijnapya10'//(103)

自分 のものである,借 用す る,同 意 しているとい うよ うな(三 種 の)心 を もって(取 る

場合は),他 人 に知 らせ るべ きであ る。

この偈 に 対 す る 『自註 』 の 冒頭 部 分 は 判 読 で き な い が,チ ベ ッ ト語 訳 に は,

「盗 心 が なけ れ ば 罪 とは な ら な い とい.うこ と と結 び つ い て い る 。」 とあ り,「 盗 心 」

を め ぐる罪 の軽 重 と も関連 し て い る こ とが わ か る。

『自註』 のSkt.部 分 は 以 下 に 示 す よ うに,tath言 以下 よ り新 しい フ ォ リオ[V

2B]に 入 り,判 読 可 能 とな る。 そ の前 半 部 を 以 下 に 示 す 。

... tatha ca vaksyati bhiksuh svakam api patracivaram steyacittenodgrhnaty apa-

dyate sthulatyayam iti. ebhir api cittair grhnane na, paracodanavakasanivrtya-

rtham yuktam parasya bodhanam. idam aham vastu nayamiti yad aha paravijna-

pyet i.. .

こ こ で は,比 丘 が盗 心 を も って 自分 で鉢 や 衣 を 持 ち上 げ た 場 合 に は,Sthulaty-

aya罪 とな る と され る。 しか し,偈 にお い て述 べ られ た三 種 の 心 を も って つ か ん

だ とし て も,罪 とは な らな い とい うこ とであ る。 しか し,他 人 か ら指摘 され る可

能 性 を な くす た め に,他 人 に 対 し て知 らせ る こ とが よい と し て,「 私 は,こ の 事

物 を持 って い き ます 。」 とい うよ うな 言 い 方 が 教 示 され い る。

この 第103偈 に お け る`svatavakalikavisvasa'に 対 し,上 記 の 如 く訳 出 し た

が,こ の 点 に つ い て 考 察 を 加 え てみ た い 。

まず,Rahulaの テ キ ス トでは,"svabhavako'likavisvasacittaihparivij五a・

pya(102)"と あ る 。 この 偈 のSkt.写 本 の該 当部 分 も,上 述 の ごと く判 読 し難 く,

`svabha'と も`svata'と も読 め る が
,後 者 の 読 み を 取 っ た 。`ko'は 明 ら か に

`ka'と あ る
。 この 複 合 語 を ど う解 釈 す るか 。 『自註 』 チ ベ ッ ト語 訳 で は,`rangi

sems dais brna bahi sems dan yid bcugs pahi sems ni ran darn brna ba

dahyidbcugspahisemsso'と 解 釈 され てい るll)。 これ に従 って,`sva-tava-

kalika-visva-cittaih'と い う並 列 複 合 語 であ る こ とが 確 認 され る。

さ て,そ れ ぞ れ の 語 の 意 味 であ るが,`sva'は,「 自分 の もの 」,「自分 に属 す る

もの」 とい うこ とは 明 らか で あ る。 また`visvasa'に つ い ては,前 稿 で示 し た第

93偈 に お い て 言 及 され た 語 であ る。 第93偈 は,`steyacittena'「 盗 心 に よ って(取
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った場 合は波羅夷罪であ る。)」とい う内容 であ る。 これ に対 す る 『自註 』 には,`vi・

svasacittadibhiranapattimvaksyatiと の み 記 され て い る。 こ こ では,「信 頼 さ

れ た,堅 固 た る」 の 意 に解 し て おい た。 そ こ で`tavakalika'な る語 が 問題 とな

る。 この 語 は,こ の形 で はSkt.辞 典 にお い て訳 語 を 見 い 出 し}ず,Edgerton

の仏 教梵 語辞 典 に は,`tava-kalika'で`temporary'と い う訳 が 与 え られ てい る。

パ ー リ語 辞 典 に お い ては,`tava-kalika'で,`aslongasthetime,1asts;i.e.

forthetimebeing,temporary,protempore'と い う訳 語 が 与 え られ て い る12)。

し か し,こ れ らの 訳 語 だ け で は,こ こ では 状 況 を 理 解 す る の に十 分 で は な い 。 一

方,チ ベ ッ ト語 辞 典 で は,`bonaba'に は,第1意 味 と して の`toborrow'が あ

る が,時 間 に 関 す る訳 語 は ない13)。

こ こで,他 の律 文 献 に この 規 定 と内 容 的 に 関 連 す る個 所 を 求 め,'tava-kalika'

に よっ て示 され る状 況 に つ い て 考 察 した い 。 これ ま で参 照 し て き た 『根 本 有 部 毘

奈 耶 』 巻 二 の 最 後 の部 分 で,次 の よ うに 述 べ られ てい る14)。

復有五縁。芯 舞他 物不與取。得波羅市迦。云何 爲五。非己物想。非親友想。非暫用想。

取時不 語他 。有盗心。得波羅市迦 。

復有五縁。芯 翻無犯。云何爲五。作己有想。親友想。暫用想。 取時語他無盗心者。無犯

『十 諦 律 』 巻 第 一 では 次 の 如 くで あ る15)。

又有七種。取 人重物波羅 夷。一 非己想。二不同意。三不暫用。 四知有 主。五不 狂。六不

心乱。七不病壊心。又 七種取 人重 物無犯。 一者己想。 二者 同意。 三者 暫用。 四者謂無

主。五者狂。六者心 乱。七者病壊心。

この 『十 諦 律 』 が 訳 出 され て い る 『国訳 一 切経 』 律 部 五 に お け る 脚 注 に お い て,

上 記 七 条 件 に 関 して 解 説 が な され てい る16)。そ れ に よれ ば,検 討 中 の三 語 は,「 己

想(sakasannissa),自 己 の物 と誤 想 せ る者 。 同 意(vissasagahe),所 有 者 の 同 意 に

よ り取 る時 。 暫 用(tavakalike),暫 時借 用 の場 合。」 と あ る。 他 の四 事 に つ い て

も,パ ー リ語 を も っ て解 説 され てい る。 この こ とか ら,パ ー リ文 献 に 同 内容 の規

定 を 求 め て み た い 。

パ ー リ律 に お い て は,次 の よ うな 規 定 が 見 られ る17)。

 chah' akarehi adinnam adiyantassa apatti parajikassa: na ca sakasanni, na ca 

vissasagahi, na ca tavakalikam, garuko ca hoti parikkharo pancamasako va atir-

ekapancamasako va, theyyacittan ca paccupatthitam hoti: amasati...apatti paraji-

kassa. (中略)

anapatti sakasannissa vissasagahe tavakalike petapariggahe tiracchanagatapari-
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ggahe pamsukulasannissa ummattakassa khittacittassa vedanattassa adikammika-

ssa 'ti.

前半部は,波 羅夷となる六つの条件について示されたもので,後 半部は無犯 とな

る場合を示したものである。下線を付した うち,最 初の二語は,「 自分の もの で

あると想 うこと」,「親しき友人の所有するもの」 とい う意味と解せる。そして今

検討中の`tavakalika'で ある。 この語は,『 南伝大蔵経』では,「 暫借」 と訳さ

れている18)。

以上引用した漢訳律とパーリ律の当該個所を比較した場合,`tavakalika'な る

語は,こ こではチベット語辞典に見られるよう 「借用する」とい う意味を含んで

いると解釈することが自然であろう。従ってVS.の この規定においても,「借用

する」 とい う意味を用いて読むことが適当と思われる。また,VS.第103偈 と『根

本有部毘奈耶』の引用部は内容的にほぼ対応していると見なされる。

[anyatha vina steyacittena// (104) ]

盗心なくして(取 ったことを示す方法が)他 にある。

この偈及び註釈の冒頭は,右 端行末にあり判読できない。判読可能な部分より註

釈を以下に示す。

... [svatavaka] likavisvasacittaparavijnapaniyo'nyenapi prakarena vina steyacittena 

grahane napattir iti pradarsartham aha anyatha ceti.

こ こ では,「 盗 心 な くして 取 った 場 合 に は,罪 とは な ら な い とい う こ と を,他 の

方 法 に よ って 示 す た め に`anyath琶'と 述 べ られ た 」 と註 釈 さ れ て い る。 で は,

「他 の方 法」 に よ って とは,い か な るや り方 か とい う こ と で次 の よ うな例 を もっ

て 示 され る。

katham punar anyena prakarena. yathaktam upaliparipycchayam bhiksu bhiksum 

evam aha. janasi tvam amukasya bhiksor imancemancapariskaram, janami. gacc-

hata harata apaharata sthanasmin avapeti.

註 釈 の こ の個 所 に お い て,そ の 「他 の 方法 」 が,Upalipariprcchaに お け る表 現

を も っ て具 体 的 に示 され て い る。 上記 の 如 き写 本 の読 み に 従 って 試 訳 す るな ら,

次 の よ うに な ろ う。

さて,他 の方法 によって とは どの ように してなの か。Upalipariprcchaに お い て,(あ

る)比 丘 が(他 の)比 丘 に次のよ うに言 った。 「汝 は某 比丘の これ こ れ の資具を知 って

い る。私は知 っている。汝 らは行 くべ し。取 るべ し。取 り来 るべ し。 この場所 に置 くべ
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し。」 と。

さて,こ こ にお い て,Upalipariprcchaが 引 用 され て い る点 に 注 目 した い 。 こ

れ ま で もVS.に お け る波 羅 夷 規 定 と他 の 律 に み る規 定 とを 比 較 検 討 す る 中 にお い

て,『 十 諦 律 』等 に お け る 「優 波 離 間経 」 と対 応 す る規 定 が あ る こ とは指 摘 し て き

た が,Upalipariprcchaと い う経 典 名 が 示 され た のは,こ の個 所 が は じめ て で あ

る。 この例 とし て 示 され た 表 現 を,漢 訳 律 文 献 の 「優 波 離 」 の 名 を もつ個 所 に 求

め たが 未 だ対 応 個 所 を 見 い 出 しえ な い 。 これ ま で度 々引 用 され て き た`grantha'

と 同様,Upalipariprcchaか ら の 引用 が あ る こ とに,十 分 留 意 す べ きで あ る。
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